
整理番号 １

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４２年度～平成８年度森林環境保全整備事業 国有林造林（ ）

事業実施地区名 石狩空知森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （ （北海道） 石狩森林管理署いしかりそらち）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
石狩森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実施するものであ
る。

主な事業内容 更新面積 13.37ha
保育面積 160.44ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 45,562千円
総 便 益（Ｂ） 374,179千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.21

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２６ ／â
状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （当別町）。

第三者委員会の意見 Ｂ／Ｃの数字だけでは、一般の市民は理解できないのではないか、評価には文
学的表現を工夫することも必要と考える。

また、代表的な事例について、ホームページを活用するなどして積極的にＰＲ
すべきである。

評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り、必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４４年度～平成８年度森林環境保全整備事業 国有林造林（ ）

事業実施地区名 胆振東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （ （北海道） 胆振東部森林管理署いぶりとうぶ）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
胆振東部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容 更新面積 6.32ha
保育面積 75.84ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 24,038千円
総 便 益（Ｂ） 182,288千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.58

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２６ ／â
状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （苫小牧市）。

第三者委員会の意見 Ｂ／Ｃの数字だけでは、一般の市民は理解できないのではないか、評価には文
学的表現を工夫することも必要と考える。

また、代表的な事例について、ホームページを活用するなどして積極的にＰＲ
すべきである。

評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り、必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成６年度～平成８年度

事業実施地区名 日高森林計画区（ひだか） 事業実施主体 北海道森林管理局
（都道府県名） （北海道） 日高南部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
日高南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道中央部の南よりに位置する国有林野３３０ｈａの森林資源の
有効活用を図るとともに、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営
を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．２（ｋｍ ［イベツ支線林道］）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 80,796千円
総 便 益（Ｂ） 101,957千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.26

② 事業効果の発現 各種事業の実施に当たって、過重な林業労働の軽減が図られるとともに、利用
状況 区域は高見ダム上流部に位置しており、間伐実施等の森林整備によりダム機能と

相まって水源かん養機能の向上が図られている。

③ 事業により整備 必要に応じて路面整正・崩土除去・除草等の維持管理を森林管理署において行
された施設の管理 っており、良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 林道開設に当たって、荒廃防止のための法面保護や構造物の設置に留意しつつ
環境の変化 必要最小限の林道巾分について伐開していることから、環境に与える影響はほと

んど見られない。

、 ， （ ，⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により 森林蓄積は３９ ９００ｍ 事業前４１３

変化 ９００ｍ ）と一時減少しているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。３

林道の開設及び主間伐作業により、地元産業の振興に寄与している。

⑥ 今後の課題等 今後も長期にわたり森林整備等に使用していくため、必要に応じて維持修繕や
改良事業を実施し、林道の機能を維持する必要がある。

、 、地元の意見： 事業目的の林道であり 公共用道路としての利用がないことから
地元からの特段の意見はない。

第三者委員会の意見 Ｂ／Ｃの数字だけでは、一般の市民は理解できないのではないか、評価には文
学的表現を工夫することも必要と考える。

また、代表的な事例について、ホームページを活用するなどして積極的にＰＲ
すべきである。

評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 森林資源の有効活用が促進され、また森林整備により所期の目的か
ら本事業の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成６年度～平成８年度

事業実施地区名 石狩空知森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（いしかりそらち） 空知森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
空知森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道中央部の西よりに位置する国有林野３１２ｈａの森林資源の
有効活用を図るとともに、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営
を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．７（ｋｍ ［佐々山林道］）
さ さ や ま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 124,222千円
総 便 益（Ｂ） 166,382千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.34

② 事業効果の発現 各種事業の実施に当たって、過重な林業労働の軽減が図られるとともに、利用
状況 区域の全域が水源かん養保安林に指定されており、間伐実施等の森林整備により

水源かん養機能の向上が図られている。

③ 事業により整備 必要に応じて路面整正・崩土除去・除草等の維持管理を森林管理署において行
された施設の管理 っており、良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 林道開設に当たって、荒廃防止のための法面保護や構造物の設置に留意しつつ
環境の変化 必要最小限の林道巾分について伐開していることから、環境に与える影響はほと

んど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 主間伐を実施したことにより、森林蓄積は４１，０００ｍ （事業前４４，２３

変化 ００ｍ ）と一時減少しているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。３

、 、 。林道の開設 主間伐作業及び治山事業により 地元産業の振興に寄与している

⑥ 今後の課題等 今後も長期にわたり森林整備等に使用していくため、必要に応じて維持修繕や
改良事業を実施し、林道の機能を維持する必要がある。

、 、地元の意見： 事業目的の林道であり 公共用道路としての利用がないことから
地元からの特段の意見はない。

第三者委員会の意見 Ｂ／Ｃの数字だけでは、一般の市民は理解できないのではないか、評価には文
学的表現を工夫することも必要と考える。

また、代表的な事例について、ホームページを活用するなどして積極的にＰＲ
すべきである。

評価案については、特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 森林資源の有効活用が促進され、また森林整備により所期の目的か
ら本事業の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４８年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 留萌森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（るもい） 留萌北部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ４年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要
な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するもので
ある。

主な事業内容 地拵 １４ha 保育面積 １６８ha

植付 １４ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行なっていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ７２，９５０千円
総 便 益（Ｂ） ２０６，４７９千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.８３

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９１ｍ３
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地元住民の森林
変化 整備地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつきめ細かな施業を着実に実施する必要
がある。

また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林造成については、森林の公益的機能の観点から、当該地に限ら
ず全体的な評価を受けている （羽幌町）。

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比較等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林
産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和３４年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 留萌森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（るもい） 留萌南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ４年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要
な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するもので
ある。

主な事業内容 地拵 ５０ha 保育面積 ６００ha

植付 ５０ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行なっていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） １４１，７１４千円
総 便 益（Ｂ） １，０４３，００７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ７．３６

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１３８ｍ３
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地元住民の森林
変化 整備地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつきめ細かな施業を着実に実施する必要
がある。

また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林造成については、森林の公益的機能の観点から、当該地に限ら
ず全体的な評価を受けている （留萌市及び小平町）。

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比較等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林
産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４６年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 上川南部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（かみかわなんぶ） 上川南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ４年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要
な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するもので
ある。

主な事業内容 地拵 ３５ha 保育面積 ４２０ha

植付 ３５ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行なっていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ５２０，８６９千円
総 便 益（Ｂ） １５４，９４６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．３６

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１００ｍ３
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地元住民の森林
変化 整備地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつきめ細かな施業を着実に実施する必要
がある。

また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林造成については、森林の公益的機能の発揮の観点から、当該地
に限らず全体的な評価を受けている （南富良野町）。

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比較等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林
産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成元年度～平成８年度

事業実施地区名 宗谷森林計画区（そうや） 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（都道府県名） （北海道） 留萌北部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道北部に位置する留萌北部森林管理署部内の国有林１，７４１
ｈａの森林資源を開発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能
の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施
したものである。

事業内容 開設延長 ７．３（ｋｍ ［兜 沼林道］）
かぶとぬま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 22,750千円
総 便 益（Ｂ） 183,707千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.08

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が２２，０２０ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ７５０ｈ３

ａである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均４０円／ｍの維持管理費用で留萌北部森林管理署において良
された施設の管理 好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は２６０千ｍ （事業前２８０千３

変化 ｍ ）となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。３

、 。林道開設 伐採作業及び造林事業が行われることにより就労場所が提供された

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 起点、終点とも公道に接しているため緊急時の迂回路として利用
でき有効である （天塩郡豊富町）。

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的及び管理経
営から見て当路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 軽車道から林道への格上げであり、また、コスト縮減にも努めてお
り、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和６３年度～平成８年度

事業実施地区名 上川南部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（かみかわなんぶ） 上川南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道中央部に位置する上川南部森林管理署部内の国有林６９２ｈ
ａの森林資源を開発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の
発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施し
たものである。

事業内容 開設延長 ３．０（ｋｍ ［双珠別左１号林道］）
そうしゅべつ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 125,745千円
総 便 益（Ｂ） 163,193千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.30

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が１５，０９０ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ４８０ｈ３

ａである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均３０円／mの維持管理費用で上川南部森林管理署において良
された施設の管理 好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は７１千ｍ （事業前８６千ｍ ）３ ３

変化 となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
、 。林道開設 伐採作業及び造林事業が行われることにより就労場所が提供された

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 当路線は、事業目的の林道であり公共用道路としての利用がない
ことから特段の意見はない （勇払郡占冠村）。

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的及び管理経
営から見て当路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： コスト縮減にも努めており、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４８年度～平成８年度（ ）

事業実施地区名 網走西部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（あばしりせいぶ） 網走西部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 85.64ha

保育 357.55ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 258,940千円
総 便 益（Ｂ） 313,893千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.21

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１０５ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の森林整備へのボランティア参加者の増

加等、自然環境への関心及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増
している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見
特になし

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和５０年度～平成８年度（ ）

事業実施地区名 網走西部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（あばしりせいぶ） 網走西部森林管理署西紋別支署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 131.60ha

保育 527.43ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 391,094千円
総 便 益（Ｂ） 445,178千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.14

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積９０ｍ ／３

状況 ｈａの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の森林整備へのボランティア参加者の増

加等、自然環境への関心及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増
している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見
特になし

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和５３年度～平成８年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（あばしりとうぶ） 網走中部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 63.32ha

保育 249.28ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 187,211千円
総 便 益（Ｂ） 227,007千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.21

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１１３ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の自然環境への関心及び地球温暖化防止

対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見
特になし

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和５０年度～平成８年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（あばしりとうぶ） 網走中部森林管理署佐呂間事務所

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 43.66ha

保育 179.22ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 143,134千円
総 便 益（Ｂ） 159,270千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.11

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１００ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の森林整備へのボランティア参加者の増

加等、自然環境への関心及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増
している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見
特になし

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和５１年度～平成８年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（あばしりとうぶ） 網走南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 87.94ha

保育 354.03ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 256,939千円
総 便 益（Ｂ） 290,221千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.13

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積８０ｍ ／３

状況 ｈａの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の自然環境への関心及び地球温暖化防止

対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見
特になし

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４５年度～平成８年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局
（あばしりとうぶ） 網走南部森林管理署津別事務所

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 315.70ha

保育 1,283.53ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 638,580千円
総 便 益（Ｂ） 719,619千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.13

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積９０ｍ ／３

状況 ｈａの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の自然環境への関心及び地球温暖化防止

対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見
特になし

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 釧路根室森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（くしろねむろ） 根釧西部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
根釧西部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等の公益的機
能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必
要な地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するも
のである。

事業内容 更新面積 １３．０２（ｈａ）
保育面積 １４３．２２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ６３，１８７千円
総 便 益（Ｂ） １６７，８９３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.66

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積241m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地破壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進が図られている。
また、本事業においては、延べ約800人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新・保育等の森林整備により、水源かん養機能に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が早期に回復し、公益的機能

がさらに高まってきている。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 特になし

評価結果 ・必要性： 森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与
する事業であり、必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており、有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、森
林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる森林整
備が図られた。



整理番号 １７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 釧路根室森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（くしろねむろ） 根釧東部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
根釧東部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等の公益的機
能の高度発揮の基盤となる森林資源の造成を図るために必要な地拵、植付、下刈
つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １．１２（ｈａ）
保育面積 １２．３２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１４年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ５，５８８千円
総 便 益（Ｂ） １３，８１５千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.47

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積281m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき国土保全（防風保安林）機能に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が早

期に回復し、重視すべき機能が更に高まってきている。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、防風効果という公益機能が十分発揮
されるよう着実に実施する必要がある。

また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：当地方は斜里岳から吹き下ろす風が強く、夏でも冷涼な気候となっ
ている。そのため防風林の存在なくして農業基盤が成り立たない地域である。ま
た、強風による畑の土が飛散することも少なく、防風効果という公益的機能が十
分発揮されている （標津町）。

第三者委員会の意見 特になし

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき国土の保全等の公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための
基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和２９年度～平成８年度

事業実施地区名 後志胆振森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局
後志森林管理署（しりべしいぶり）

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同 上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
めに必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施す
るものである。

事業内容 更新面積 １７（ｈａ）
保育面積 ２０４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 38,226 千円
総 便 益（Ｂ） 415,959 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.88

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２３０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 事業地の下流に農業ダムが建設され、公園化された流域があるなど、水源かん
変化 養機能、景観の保持等の公益的機能が発揮される森林整備が期待されている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３５年度～平成８年度

事業実施地区名 渡島檜山森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局
檜山森林管理署（おしまひやま）

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同 上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
めに必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施す
るものである。

事業内容 更新面積 ３８（ｈａ）
保育面積 ４５６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 96,780 千円
総 便 益（Ｂ） 799,352 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.26

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２３０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 事業地の下流に農業ダムが建設され、キャンプ場が整備された流域があるな
変化 ど、水源かん養機能、景観の保持等の公益的機能が発揮される森林整備が期待さ

れている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ２０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局(よねしろがわ)

（都道府県名） （秋田県） 米代東部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ２０（ｈａ）
保育面積 １９０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 106,654千円
総 便 益（Ｂ） 330,853千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.10

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積５２３ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１,９７０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も公益的機能の高度発揮に向け、適切な森林管理に努めてい
ただきたい （秋田県）。

地元の雇用の場創出に効果があった （大館市、鷹巣町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局(よねしろがわ)

（都道府県名） （秋田県） 米代東部森林管理署上小阿仁支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ６３（ｈａ）
保育面積 ５９９（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 265,595千円
総 便 益（Ｂ） 1,116,468千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.20

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積４５１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約７,７９０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も公益的機能の高度発揮に向け、適切な森林管理に努めてい
ただきたい （秋田県）。

本村の重要な水源としての機能が十分に発揮され、かつ、地元労
力の雇用により経済的にも大変効果があった （上小阿仁村）。

雇用の場の提供があり、周辺森林の整備に期待が持てる。(阿仁
町)

地元の雇用の場創出に効果があった （森吉町、合川町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局(よねしろがわ)

（都道府県名） （秋田県） 米代西部森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代西部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １７（ｈａ）
保育面積 １６２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 55,589千円
総 便 益（Ｂ） 318,365千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.73

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積４２０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約２,４９０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も公益的機能の高度発揮に向け、適切な森林管理に努めてい
ただきたい （秋田県）。

地元の雇用の場創出に効果があった （二ツ井町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 雄物川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局（おものがわ）

（都道府県名） （秋田県） 秋田森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
秋田森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ４９（ｈａ）
保育面積 ４６６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 219,217千円
総 便 益（Ｂ） 1,020,451千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.65

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積６１７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約５,０７０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も公益的機能の高度発揮に向け、適切な森林管理に努めてい
ただきたい （秋田県）。

地元の雇用の場創出に効果があった （河辺町、協和町、西木。
村、田沢湖町）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 子吉川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局（こよしがわ）

（都道府県名） （秋田県） 由利森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
由利森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １（ｈａ）
保育面積 １０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 6,308千円
総 便 益（Ｂ） 16,069千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.55

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積４１３ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１２０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も公益的機能の高度発揮に向け、適切な森林管理に努めてい
ただきたい （秋田県）。

特になし （鳥海町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 庄内森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局（しょうない）

（都道府県名） （山形県） 庄内森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
庄内森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ９（ｈａ）
保育面積 ８６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 40,399千円
総 便 益（Ｂ） 206,489千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.11

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積６６５ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約８７０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後とも、水源のかん養、国土の保全等、公益的機能の発揮に必
要な、適期における森林管理施業の実施を要望する （山形県）。

地元の雇用の場創出に効果があった （遊佐町、八幡町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 置賜森林計画区（おきたま） 事業実施主体 東北森林管理局
（都道府県名） （山形県） 置賜森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
置賜森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ９（ｈａ）
保育面積 ８６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 39,922千円
総 便 益（Ｂ） 185,136千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.64

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積５１７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約５５０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後とも、水源のかん養、国土の保全等、公益的機能の発揮に必
要な、適期における森林管理施業の実施を要望する （山形県）。

地元の雇用の場創出に効果があった （小国町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成８年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
(よねしろがわ) 米代東部森林管理署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、秋田県北部に位置する炭谷沢国有林６０ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持、保全等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営
を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ０．９（ｋｍ ［萱戸沢林道］）
か や と ざ わ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 54,716千円
総 便 益（Ｂ） 142,678千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.61

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成後、当路線を利用した事業実施状況は、立木販売が延べ

２,７００ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ３７ｈａである。３

また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２０７千円の維持管理費用で米代東部森林管理署において良
された施設の管理 好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は９．６千ｍ となっているが、３

変化 伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対

策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 一部、民有林を通過するため、地元市町村と連絡調整を図りなが
ら、維持管理に努めていただきたい （秋田県）。

当路線周辺の民有林の施業にも利用でき有効である （比内町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については地球温暖化対
策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望まし
い。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 森林資源の有効活用が促進され、また森林整備により所期の目的か
ら本事業の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ２８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３７年度～平成８年度

事業実施地区名 津軽森林計画区（つがる） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １２８（ｈａ）
保育面積 １０２４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 456,001千円
総 便 益（Ｂ） 2,369,164千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.20

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２２２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約10,420人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：地元雇用の場創出に効果があった。山地保全、水源涵養にも効果

があった （大鰐町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３９年度～平成８年度

事業実施地区名 津軽森林計画区（つがる） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署金木支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署金木支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７６（ｈａ）
保育面積 ６０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 309,455千円
総 便 益（Ｂ） 1,343,158千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.34

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２１１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約6,190人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：景観保全や水源涵養に効果があった （五所川原市）。

水源涵養及び山地保全に効果があった （小泊村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 津軽森林計画区（つがる） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署鰺ヶ沢事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署鰺ヶ沢事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２５（ｈａ）
保育面積 ２００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 86,176千円
総 便 益（Ｂ） 482,333千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.60

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,040人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：我が町の基幹産業である林業の振興のためにも、今後とも森林整

備を充実し、雇用の場創出をお願いしたい （鰺ヶ沢町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 津軽森林計画区（つがる） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 津軽森林管理署深浦森林管理センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署深浦森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２８（ｈａ）
保育面積 ２２４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 134,460千円
総 便 益（Ｂ） 442,285千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.29

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,280人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：水源涵養及び林地保全が図られた （深浦町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 東青森林計画区（とうせい） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 青森森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
青森森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ６５（ｈａ）
保育面積 ５２０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 309,973千円
総 便 益（Ｂ） 1,041,708千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.36

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約5,300人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：景観保全、山地保全が図られた （青森市、平舘村、蟹田町）。

水源涵養、土砂流出防止に役立っている （今別町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 下北森林計画区（しもきた） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 下北森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
下北森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １６３（ｈａ）
保育面積 １３０４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 791,660千円
総 便 益（Ｂ） 2,540,733千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.21

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約13,270人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：間伐事業を実施することによって、地元雇用の場創出に効果があ

った。今後も森林整備を推進するよう望む （大畑町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 下北森林計画区（しもきた） 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（都道府県名） （青森県） 下北森林管理署大間事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
下北森林管理署大間事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ５１（ｈａ）
保育面積 ４０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 271,139千円
総 便 益（Ｂ） 768,992千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.84

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１６９ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約4,160人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：地元雇用、山地保全等に効果があり今後も森林整備を積極的に進

めて欲しい （佐井村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 三八上北森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（さんぱちかみきた） 三八上北森林管理署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三八上北森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３９（ｈａ）
保育面積 ３１２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 204,272千円
総 便 益（Ｂ） 581,162千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.85

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,180人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：水源涵養、地元雇用の場創出に効果があった （十和田市）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成８年度

事業実施地区名 久慈閉伊川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（くじへいがわ） 三陸北部森林管理署

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １６３（ｈａ）
保育面積 １３０４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 737,434千円
総 便 益（Ｂ） 2,577,276千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.49

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約13,270人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：今後も雇用の場創出のために森林整備をして欲しい （岩泉町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成８年度

事業実施地区名 久慈閉伊川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署川井森林管理センター（くじへいがわ）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署川井森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ９０（ｈａ）
保育面積 ７２０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 407,214千円
総 便 益（Ｂ） 1,351,799千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.32

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１５９ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約7,330人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：水源涵養に効果があった （川井村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 久慈閉伊川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（くじへいがわ） 三陸北部森林管理署久慈支署

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署久慈支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４１（ｈａ）
保育面積 ３２８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 167,502千円
総 便 益（Ｂ） 708,319千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.23

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９９ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,340人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：今後も雇用の場創出及び山地保全のため森林整備を続けて欲し

い （山形村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 大槌気仙川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（おおつちけせんがわ） 三陸中部森林管理署

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸中部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３５（ｈａ）
保育面積 ２８０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 157,452千円
総 便 益（Ｂ） 560,091千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.56

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１７８ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,850人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：景観保全に効果があった （大槌町）。

地元雇用、景観保全、山地保全、水源涵養等に効果があった （釜石市）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 北上川上流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（ 盛岡森林管理署きたかみがわじょうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
盛岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １３０（ｈａ）
保育面積 １０４０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 544,535千円
総 便 益（Ｂ） 2,206,195千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.05

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９９ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約10,590人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （紫波町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３９年度～平成８年度

事業実施地区名 北上川上流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
盛岡森林管理署雫石森林管理センター（きたかみがわじょうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
盛岡森林管理署雫石森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７６（ｈａ）
保育面積 ６０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 263,082千円
総 便 益（Ｂ） 1,447,228千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.50

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２２４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約6,190人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：地元の雇用の場創出、山地保全、水源涵養に効果があった （雫。

石町）

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署（きたかみがわちゅうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４５（ｈａ）
保育面積 ３６０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 177,509千円
総 便 益（Ｂ） 787,467千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.44

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,670人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：景観保全、山地保全に効果があり、今後とも森林整備努めて欲し

い（水沢市）

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署遠野支署（きたかみがわちゅうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署遠野支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２１１（ｈａ）
保育面積 １６８８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 880,919千円
総 便 益（Ｂ） 3,438,889千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.90

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１７８ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約17,180人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：水源涵養、地元産業の振興に効果があった （遠野市）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署湯田事務所（きたかみがわちゅうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署湯田事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ６２（ｈａ）
保育面積 ４９６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 219,421千円
総 便 益（Ｂ） 1,126,401千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.13

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約5,050人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：森林整備による水源涵養機能の高度発揮の効果があった。また、

雇用の場創出のためにも今後も森林整備を進めて欲しい （沢内村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 宮城北部森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（みやぎほくぶ） 宮城北部森林管理署

（都道府県名） （宮城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
宮城北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３４（ｈａ）
保育面積 ２７２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 153,730千円
総 便 益（Ｂ） 656,073千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.27

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２１３ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,770人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：水源涵養の効果があった （鳴子町）景観・山地保全、水源涵養。

に効果があり、地元雇用にもよいので今後も続けて欲しい （花山村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 宮城北部森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（みやぎほくぶ） 宮城北部森林管理署気仙沼事務所

（都道府県名） （宮城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
宮城北部森林管理署気仙沼事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３２（ｈａ）
保育面積 ２５６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 152,504千円
総 便 益（Ｂ） 591,968千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.88

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０３ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,610人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：水資源の観点から今後とも森林整備をお願いした （本吉町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 宮城南部森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（みやぎなんぶ） 仙台森林管理署

（都道府県名） （宮城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
仙台森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １５（ｈａ）
保育面積 １２０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 53,682千円
総 便 益（Ｂ） 294,352千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.48

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２２２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,230人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全、地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。
地元の意見：地元産業の活性化及び雇用創出に効果があった。また、景観、林

地保全にも効果が大きい （七ヶ宿町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業で、
有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４８

完 了 後 の 評 価 個 表

平成７年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

津軽森林計画区（つがる） 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（青森県） 津軽森林管理署金木支署（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
津軽森林管理署金木支署

、 、事業の概要・目的 本事業は 青森県北部に位置する大倉岳国有林４７８ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．８（ｋｍ ［大倉沢林道］）
おおくらさわ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 千円156,491
総 便 益（Ｂ） 千円259,480

1.66分析結果（Ｂ／Ｃ）

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ１５，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ３２
２ｈａ、治山施設が２箇所である。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で金木支署において良好に管理され③ 事業により整備
ている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は８３千ｍ3（事業前９８千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口は高齢化により年々減少傾向にあるが（平成８年度
約１９０人、平成１３年度約１７０人 、当町の国有林野率は約８２％と高い割）
合となっていることや、地球温暖化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発
揮のため森林整備の必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

当林道の開設により、森林浴、登山等レクリェーションの場とし地元の意見：
て地元住民等に利用されており、利用者が増加してきている。

（金木町）

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。

また、林道開設により森林の状況は変化するので､更新状況､森林整備の状況を
継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ４９

完 了 後 の 評 価 個 表

昭和５９年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

津軽森林計画区（つがる） 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（青森県） 津軽森林管理署深浦森林管理センター（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
津軽森林管理署深浦森林管理センター

本事業は、青森県西部に位置する東岩崎山国有林１，１０５ｈａの森林資源を事業の概要・目的
開発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつ
つ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １５．６（ｋｍ ［茶臼岳林道］）
ちゃうすだけ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 719,687千円
総 便 益（Ｂ） 890,367千円

1.24分析結果（Ｂ／Ｃ）

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ５１，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ２１
７ｈａ、治山施設が１０箇所である。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で深浦森林管理センターにおいて良③ 事業により整備
好に管理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は１４０千ｍ3（事業前１９２千⑤ 社会経済情勢の
ｍ3）となっているが、伐採跡地は更新され､適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口・林産業粗生産額等は減少傾向にあるが、地球温暖
化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発揮のため森林整備の必要性は増し
ている。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

林道開設により、素材を主とした林産物の供給がなされ、林産業地元の意見：
の振興に役立っている （深浦町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５０

完 了 後 の 評 価 個 表

平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

東青森林計画区（とうせい) 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（青森県) 青森森林管理署（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
青森森林管理署

本事業は、青森県中央部に位置する東滝沢山国有林１００ｈａの森林資源を開事業の概要・目的
発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ
適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．０（ｋｍ ［上折紙林道］）
かみおりがみ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 37,684千円
総 便 益（Ｂ） 47,467千円

1.26分析結果（Ｂ／Ｃ）

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。状況

当路線を利用した事業実施状況は、立木販売が延べ４，０００ｍ3程度実施さ
れた。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で青森森林管理署において良好に管③ 事業により整備
理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は１６千ｍ3（事業前２０千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され､適正に生長している 。変化 。

当地域の林産業就労者人口は約２８０人､林家数約１，２００、林産業粗生産
額は約５４０百円万程度であり林業振興や地球温暖化防止の観点と国土保全機能
等の公益的機能発揮のため森林整備への期待は大きい。また、青森県素材協同組
内青森原木市場及び青森県木材協同組合青森木材センターがあり、木材の供給・
流通で有利な位置にある。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

当林道は、全線が国有林内にあるが、山菜採取等によく利用され地元の意見：
ている （青森市）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５１

完 了 後 の 評 価 個 表

平成３年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

東青森林計画区（とうせい) 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（青森県) 青森森林管理署（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
青森森林管理署

本事業は、青森県北部に位置する袴腰国有林３４７ｈａの森林資源を開発し、事業の概要・目的
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．４（ｋｍ ［鬼 泊林道］）
おにどまり

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 258,693千円
総 便 益（Ｂ） 431,883千円

1.67分析結果（Ｂ／Ｃ）

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ２５，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ２０
ｈａ、治山施設が１４箇所である。

当路線は、年平均１００千円の維持管理費用で青森森林管理署において良好に③ 事業により整備
管理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

、 （ ）⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により 森林蓄積は９２千ｍ3 事業前１１７千ｍ3
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口は約７０人、林家数約１２０、林産業粗生産額約４
８０百万円であり、林産業の振興と地球温暖化防止の観点と国土保全機能等の公
益的機能発揮のため森林整備の必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

当林道は、他の国有林林道と連結しており、災害時に公道の迂回地元の意見：
路としての利用ができる。起点部の民有林や分収造林の保育作業等
にも利用されている。また、山菜採取や登山者にも多く利用され、
当町にとって重要な林道である （今別町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５２

完 了 後 の 評 価 個 表

平成６年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

東青森林計画区（とうせい) 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（青森県) 青森森林管理署（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
青森森林管理署

本事業は、青森県北部に位置する国有林１０３ｈａの森林資源を開発し、自然事業の概要・目的
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ２．１（ｋｍ ［中ノ沢林道］）
な か の さ わ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 101,044千円
総 便 益（Ｂ） 177,626千円

1.76分析結果（Ｂ／Ｃ）

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ９，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ１４０
ｈａ、治山施設が１箇所である。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で青森森林管理署において良好に管③ 事業により整備
理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は３０千ｍ3（事業前３９千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口は約７０人、林家数約１２０、林産業粗生産額約４
８０百万円であり、林産業の振興と地球温暖化防止の観点と国土保全機能等の公
益的機能発揮のため森林整備の必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

当林道は全線国有林内にあるが、集落に近く山菜採取等によく利地元の意見：
用されている （今別町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５３

完 了 後 の 評 価 個 表

平成６年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

下北森林計画区（しもきた) 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（青森県) 下北森林管理署（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
下北森林管理署

本事業は、青森県北部に位置する葉色山国有林７４ｈａの森林資源を開発し、事業の概要・目的
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．４（ｋｍ ［燧ケ岳林道］）
ひうちがたけ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 31,511千円
総 便 益（Ｂ） 76,583千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.43

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ４，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ１１２
ｈａ、治山施設が４箇所である。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で下北森林管理署において良好に管③ 事業により整備
理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は１８千ｍ3（事業前２２千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口は平成８年度の約２００人から１００人へ、林産業
粗生産額でも１，５７３百万円から１，１２７百万円へと減少しているが、依然
重要な産業となっている。また、地球温暖化防止の観点と国土保全機能等の公益
的機能発揮のため森林整備の必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元木材工場・木材業者への資材販売に利用され、山菜採取等レ地元の意見：
クリェーション・地域住民の交流の場として利用されている。

（大畑町）

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５４

完 了 後 の 評 価 個 表

平成３年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

三八上北森林計画区 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（さんぱちかみきた) 三八上北森林管理署

（青森県)（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
三八上北森林管理署

本事業は、青森県南部に位置する幌内国有林２９６ｈａの森林資源を開発し、事業の概要・目的
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ４．５（ｋｍ ［ヤイチ林道］）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 89,580千円
総 便 益（Ｂ） 254,774千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.84

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ１５，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ６９
３ｈａ実施された。

当路線は、年平均１００千円の維持管理費用で三八上北森林管理署において良③ 事業により整備
好に管理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は５１千ｍ3（事業前６７千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口は着手前の７２％の約９０人、林業粗生産額は同じ
まく４０％の約５９０百万円に減少しているが、利用区域は国立公園内にあり、

地球温暖化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発揮のため森林整備のた、
必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

山菜取り魚釣り等の入り込み者が増大し、レクリェーションの場地元の意見：
としての利活用が促進され、また副産物収入が増加し、所得の向上
が図られた。また、町道の改修工事や災害時に公道等の迂回路とし
て利用できる （十和田湖町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５５

完 了 後 の 評 価 個 表

平成３年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

三八上北森林計画区 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（さんぱちかみきた) 三八上北森林管理署

（青森県)（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
三八上北森林管理署

本事業は、青森県中央部に位置する清水目深山国有林１９７ｈａの森林資源を事業の概要・目的
開発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつ
つ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ４．０（ｋｍ ［滝ノ沢林道］）
た き の さ わ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 219,980千円
総 便 益（Ｂ） 267,842千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.22

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ１３，０００ｍ3、治山施設が３箇所である。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で三八上北森林管理署において良好③ 事業により整備
に管理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は５４千ｍ3（事業前６７千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口、林産業粗生産額等は減少傾向にあるが、当林道の
利用区域は県営防災ダムの上流部に位置し、また、地球温暖化防止の観点と国土
保全機能等の公益的機能発揮のため森林整備の必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

、 、 、地元の意見： 山菜とり 魚釣り等の入り込み者が増加し 副産物の収入の安定
レクリェーションの場として利用されている （東北町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５６

完 了 後 の 評 価 個 表

平成７年度～平成８年度事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間

馬淵川上流森林計画区 東北森林管理局青森分局事業実施地区名 事業実施主体
（まべちがわじょうりゅう） 岩手北部森林管理署

（岩手県）（都道府県名）

東北森林管理局青森分局完了後経過年数 ５年 管 理 主 体
岩手北部森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 岩手県北部に位置する天狗森国有林２３９ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．５（ｋｍ ［大又沢林道］）
おおまたさわ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 70,663千円
総 便 益（Ｂ） 103,034千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.46

効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利② 事業効果の発現
用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状況
状況は、立木販売が延べ１３，０００ｍ3、更新、保育等の森林整備が延べ１８
２ｈａ、治山施設が１箇所である。

当路線は、年平均５０千円の維持管理費用で岩手北部森林管理署において良好③ 事業により整備
に管理されている。された施設の管理

状況

当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応④ 事業実施による
じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと環境の変化
んど見受けられない。

立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は３４千ｍ3（事業前４７千ｍ3）⑤ 社会経済情勢の
となっているが、伐採跡地は更新され、適正に生長している。変化

当地域の林産業就労者人口、林家数は減少傾向にあるが、総世帯数に占める林
家数の割合が５０％を超え、林業事業体従事者数も多く、国有林野率が６１％に
達している。また、地球温暖化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発揮の
ため森林整備の必要性は増している。

森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境⑥ 今後の課題等
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

当林道の開設により、治山工事の実施が容易になり、融雪期及び地元の意見：
豪雨時においても土砂等の流出がなくなった。また林産物の搬出が
容易になり地元業者への林産物販売が推進された （安代町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備は重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。また、林道開設により森林の状況は変化
するので、更新状況、森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

森林資源の状況は変化したが、当路線は効果的に使用されており、評価結果 ・必要性：
必要性は薄れていない。所期の目的から見て

当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業・有効性：
であると認められる。

事業実行に当たっては、コスト縮減に努めており、効率性が認めら・効率性：
れる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 会津森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あいづ） 会津森林管理署坂下センター

（都道府県名） （福島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署坂下センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施した
ものである。

平成１１年度以降国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森林、 」、
と人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視した」、
事業を実施している。

本評価地は 「水土保全林」に区分され、山地災害防止機能及び水源かん養機、
能等を増進させる森林として事業を実施している。

事業内容： 更新面積 ５ha 保育面積 ５０ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において「森林環境保全整備事業」及び「森林
た要因の変化 居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

本評価地は 「水土保全林」の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤、
の形成、地球温暖化防止等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）「 」
として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 32,074 千円
総 便 益（Ｂ） 100,037 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.12

② 事業効果の発現 森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○山地災害防止機能及び水源かん養機能の維持増進に寄与。

○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林環境保全整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注ぐ
べきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確に
説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得る
ことはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山地災害防止機能、水源かん養機能及び地球温暖化防止等に寄与
する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮さ
れており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切
な森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ５８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 那珂川森林計画区 なかがわ 事業実施主体 関東森林管理局（ ）
（都道府県名） （栃木県） 塩那森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
塩那森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施した
ものである。

平成１１年度以降は国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森、 」、
林と人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視し」、
た森林整備事業を実施している。

本評価地は 「水土保全林」に区分され、山地災害防止機能及び水源かん養機、
能を増進させる森林として事業を実施している。

事業内容： 更新面積１２ha 保育面積１２４ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度においては「森林環境保全整備事業」及び「森
た要因の変化 林居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

本評価地は 「水土保全林」の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤、
の形成、地球温暖化防止等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）「 」
として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） ７９，４９１ 千円
総 便 益（Ｂ） ２６８，９０４ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３.３８

② 事業効果の発現 森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○山地災害防止機能及び水源かん養機能の維持増進に寄与。

○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林環境保全整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注ぐ
べきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確に
説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得る
ことはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山地災害防止機能、水源かん養機能及び地球温暖化防止等に寄与
する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮さ
れており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切
な森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ５９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 利根上流森林計画 事業実施主体 関東森林管理局
（とねじょうりゅう） 利根沼田森林管理署

（都道府県名） （群馬県） 水上森林管理センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
利根沼田森林管理署
水上森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施した
ものである。

平成１１年度以降は国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森、 」、
林と人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視し」、
た事業を実施している。

本評価地は 「水土保全林」に区分され、山地災害防止機能及び水源かん養機、
能を増進させる森林として事業を実施している。

事業内容： 更新面積 １ha 保育面積 １４ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において「森林環境保全整備事業」及び「森林
た要因の変化 居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

本評価地は 「水土保全林」の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤、
の形成、地球温暖化防止等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）「 」
として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） ８，４９７ 千円
総 便 益（Ｂ） ３３，１７５ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３.９０

② 事業効果の発現 森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○山地災害防止機能及び水源かん養機能の維持増進に寄与。

○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林環境保全整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注ぐ
べきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確に
説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得る
ことはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山地災害防止機能、水源かん養機能及び地球温暖化防止等に寄与
する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮さ
れており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切
な森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ６０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 下越森林計画区（かえつ） 事業実施主体 関東森林管理局
（都道府県名） （新潟県） 下越森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施した
ものである。

平成１１年度以降は国有林の新たな機能類型区分により 「水土保全林 「森、 」、
林と人との共生林 「資源の循環利用林」に区分されそれぞれの機能を重視し」、
た事業を実施している。

本評価地は 「水土保全林」に区分され、山地災害防止機能及び水源かん養機、
能を増進させる森林として事業を実施している。

事業内容： 更新面積１６ha 保育面積１６４ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において「森林環境保全整備事業」及び「森林
た要因の変化 居住環境整備事業」に区分し評価を行った。

本評価地は 「水土保全林」の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤、
の形成、地球温暖化防止等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）「 」
として費用及び便益を比較すれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） １０３，５５６ 千円
総 便 益（Ｂ） ４２２，５７６ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．０８

② 事業効果の発現 森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより
状況 ○山地災害防止機能及び水源かん養機能の維持増進に寄与。

○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 森林環境保全整備事業として、更新、保育等の森林整備により、重視すべき機
環境の変化 能区分に応じた良好な森林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化防止対
変化 策等の公益的機能発揮への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、適格・着実に
実施する必要がある。

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コス
ト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 森林の整備には長期間を要することから、事業を実行する前の調査に力を注
ぐべきである。例えば、植栽樹種を選定等にあたっても、その根拠を国民に明確
に説明できなければ、国費を費やし森林整備を行うことに対して国民の理解を得
ることはできない。事前の調査がきっちりできていることが重要である。

評価結果 ・必要性： 山地災害防止機能、水源かん養機能及び地球温暖化防止等に寄与
する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮さ
れており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき機能区分に応じた適切
な森林整備が図られているものと認められる。



整理番号 ６１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成５年度～平成８年度

事業実施地区名 下越森林計画区（かえつ） 事業実施主体 関東森林管理局
（都道府県名） （新潟県） 下越森林管理署村上支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署村上支署

事業の概要・目的 本事業は、新潟県北部に位置する三面山国有林３３０ｈaの森林資源の有効活
用を図るとともに、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮
に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施したも
のである。

なお、当初計画延長は３．１ｋｍであったが、フスベ沢流域の「ブナ林」環境
保護の要請等を踏まえ、利用区域を「森林生態系保護地域」に指定したことによ
り平成８年度で事業を完了した。

事業内容 開設延長 ２．１（ｋｍ ［高根鈴川林道フスベ沢支線］）
たかねすずかわ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において「森林環境保全整備事業」として評価
た要因の変化 を行った。

総 費 用（Ｃ） 105,340千円
総 便 益（Ｂ） 106,146千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.01

② 事業効果の発現 本事業は、効率的な林道の開設に努めたことにより、森林整備、治山等の各種
状況 事業並びに森林管理に有効に利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２６０千円の維持管理費用で下越森林管理署村上支署におい
された施設の管理 て良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線開設により、１５ｈａの区域の更新等の森林整備、立木販売、崩壊地の
環境の変化 復旧等に利用されたが、今後は森林生態系保護地域としての機能を重視し公益的

機能を高度に発揮するための森林形成に利用する。

⑤ 社会経済情勢の 本事業当初は、森林資源の有効活用を図るとともに、自然環境の維持、保全及
変化 び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うた

めに計画した。
今後は、原生的な天然林を保存することにより、森林生態系からなる自然環境

の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、森林施業・管理技術の発展、学術研究
等に資するため「森林生態系保護地域」に活用することが期待される。

⑥ 今後の課題等 今後は 「森林生態系保護地域」の目的に沿った森林管理を行うために本林道、
を有効に活用し、周辺環境に配慮しつつ良好な維持管理を実施する必要がある。

地元の意見： 「森林生態系保護地域」に指定されたことを評価している。

第三者委員会の意見 林道事業についても、事前の調査が重要である。本件については、事業実施の
ための目的の一つであった木材生産がブナ林の環境保護要請を受け実施できなく
なった。本林道については、単に管理用道路として位置付けるのではなく、時代
背景を踏まえた新たな位置づけを明確にすることが必要である。

評価結果 ・必要性： 事業対象地（当初）は減少しているが、今後の森林管理等からみて
路線の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果分析の結果からも効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討してところ、当路線を利用して初期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ６２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 霞ヶ浦森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（かすみがうら） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４(ha)
保育面積 ４３(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 27,542千円
総 便 益（Ｂ） 72,111千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.62

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１１１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約４９０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 適切に管理されている （八郷町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 水戸那珂森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（みとなか） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４８(ha)
保育面積 ４８４(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 212,851千円
総 便 益（Ｂ） 978,402千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.60

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１３２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約5,460人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 適切な管理がなされ、森林の公益的機能が発揮されている。引き
続き周辺森林の保育間伐等について適切な整備の実施を要望する。

（御前山村・七会村・常北町・友部町）

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 八溝多賀森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（やみぞたが） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １０７(ha)
保育面積 １０６９(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 557,059千円
総 便 益（Ｂ） 1,967,497千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.53

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約12,160人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 適切な管理がなされ、森林の公益的機能が発揮されている。引き
続き周辺森林の保育間伐等について適切な整備の実施を要望する。

（御前山村・七会村・常北町・友部町）
公益的機能を重視するのであれば、植栽樹種はスギ・ヒノキばか

りでなく広葉樹も植栽してほしい（常北町）

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３９年度～平成８年度

事業実施地区名 八溝多賀森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（やみぞたが） 茨城森林管理署大子事務所

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ６(ha)
保育面積 ６３(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 16,611千円
総 便 益（Ｂ） 168,248千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.13

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２５６ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約６８０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 植栽により、当該箇所の植生が早期に回復し、林地の裸地化防止
に役立っている。また、森林が造成されたことにより、水源のかん
養等、森林の持つ公益的機能が向上されている。公益的機能を重視
するのであれば、植栽樹種はスギ・ヒノキばかりでなく広葉樹も植
栽してほしい （大子町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 千葉南部森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（ちばなんぶ） 千葉森林管理事務所

（都道府県名） （千葉県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
千葉森林管理所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １８(ha)
保育面積 １８０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 67,404千円
総 便 益（Ｂ） 513,001千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.61

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２６ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,030人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 森林が造成されたことにより、水源かん養等公益的機能が向上し
ている （君津市）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 富士川中流森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（ふじがわちゅうりゅう） 山梨森林管理事務所

（都道府県名） （山梨県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
山梨森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １５(ha)
保育面積 １５０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 69,020千円
総 便 益（Ｂ） 287,699千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.17

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１６２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,720人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当該地区は急峻な地形で雨量も多く、直ぐ下流には集落もあるた
め、この事業は時宜を得た事業である。今後も適宜保育事業を実施
して災害に強い森林を造成してほしい （南部町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 神奈川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（かながわ） 東京神奈川森林管理署

（都道府県名） （神奈川県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
東京神奈川森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １１(ha)
保育面積 １１１(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 37,082千円
総 便 益（Ｂ） 286,166千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.72

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 ９６ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,270人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当該国有林造林事業について、町が進める森林作りの推進につな
がり、今後も継続的な事業実施を図ってほしい （山北町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 多摩森林計画区（たま） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （東京都） 東京神奈川森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
東京神奈川森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ９(ha)
保育面積 ８９(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 29,592千円
総 便 益（Ｂ） 222,186千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.51

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１４４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,010人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 今後、より防災効果を高めるため、周辺の森林整備を実施してほ
しい （八王子市）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３６年度～平成８年度

事業実施地区名 静岡森林計画区（しずおか） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （静岡県） 静岡森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
静岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４９(ha)
保育面積 ４８５(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 173,590千円
総 便 益（Ｂ） 1,319,561千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.60

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８６ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約5,520人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 保健休養機能を加味した山作りをしてほしい。また、公益的機能
を重視するのであれば、植栽樹種は広葉樹も植栽してほしい。

なお、今後も間伐等を継続してほしい （本川根町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３５年度～平成８年度

事業実施地区名 伊豆森林計画区（いず） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （静岡県） 伊豆森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
伊豆森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ６７(ha)
保育面積 ６７５(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 251,516千円
総 便 益（Ｂ） 1,851,574千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.36

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約7,680人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 事業効果は非常に有効であり、さらに公益的機能の発揮を促すた
め にも、周辺の森林整備を実施してほしい （天城湯ヶ島町）。
防災効果を高めるため、引き続き周辺の森林整備を実施してほし

い （西伊豆町）。
植栽により当該箇所の植生が早期に回復し、林地の裸地化防止に

役立っている。また、公益的機能を重視するのであれば、植栽樹種
はスギ・ヒノキよりも広葉樹を植栽してほしい （中伊豆町）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 天竜森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（てんりゅう） 天竜森林管理署

（都道府県名） （静岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
天竜森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ９１(ha)
保育面積 ９１０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 375,992千円
総 便 益（Ｂ） 2,133,251千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.67

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２６ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約10,340人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： 造林地の殆どが急峻な地形であるが、保育間伐が実施され、林齢
も概ね３０年以上経過しており、森林の公益的機能が十分果たされ
ているものと思われる。なお、伐採地へ造林されており裸地化防止
となっている （水窪町）。

当該箇所、伐採地に造林されており、植栽木の適正な生育により
裸地化防止が図られている （春野町）。

森林が造成されたことにより、水源かん養等公益的機能が向上し
ている （龍山村）。

第三者委員会の意見 森林整備を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮の
ための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 平成３年度～平成８年度

事業実施地区名 八溝多賀森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（やみぞたが） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、茨城県北部に位置する光明沢国有林１８９ｈａの森林において、自
然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森
林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ４．０（ｋｍ ［舟生沢林道支線］）
ふにゅうさわ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 608,748千円
総 便 益（Ｂ） 749,088千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.23

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ３，１１５ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ１４４３

ｈａである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均３９６千円の維持管理費用で茨城森林管理署において良好に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は４３千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当路線は現在、閉鎖されており利用することができない。しか
し、それに対する苦情・要望等はなく、仮に閉鎖を解除しても国有
林であることから利用頻度は極めて少ないものと思われる。また、
本線の舟生沢線も、一般の通行道としては利用されておらず、作業
道としてのみ運用されていることから、環境への影響もほとんどな
いと思われる （山方町）。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ７４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和６１年度～平成８年度

事業実施地区名 八溝多賀森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（やみぞたが） 茨城森林管理署高萩事務所

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署高萩事務所

事業の概要・目的 本事業は、茨城県北部に位置する助川国有林２８１ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ６．４（ｋｍ ［金山林道］）
かなやま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 772,875千円
総 便 益（Ｂ） 1,166,404千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.51

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ１，５５７ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ７９ｈ３

ａである。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均７０１千円の維持管理費用で高萩事務所において良好に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は３９千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当路線は森林整備や林業生産活動に欠かせないものであり今後も
維持管理に努めてほしい。また作設された路網により入込み者が増
え、山火事や不法投棄等が危惧される。これら一般者への対応策を
検討してほしい （日立市）。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ７５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和５２年度～平成８年度森林環境保全整備事業 国有林林道（ ）

事業実施地区名 事業実施主体 関東森林管理局東京分局八溝多賀森林計画区
茨城森林管理署大子事務所（やみぞたが）

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署大子事務所

事業の概要・目的 本事業は、茨城県北部に位置する東山国有林２３８ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ６．６（ｋｍ ［東 山林道］）
ひがしやま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 768,131千円
総 便 益（Ｂ） 1,206,450千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.57

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ３，３７５ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ７９ｈ３

ａ箇所である。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均７２３千円の維持管理費用で大子事務所において良好に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は５１千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当路線周辺は造林直後の森林から伐木対象の森林まで幅広い林層
であり、林道の利用頻度は高く、また、緊急災害時等には村・県道
の迂回路としても利用が可能と思われます （里美村）。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ７６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和５９年度～平成８年度

事業実施地区名 静岡森林計画区（しずおか） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （静岡県） 静岡森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
静岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、静岡県中部に位置する千頭山国有林４７６ｈａの森林において、自
然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森
林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ４．３（ｋｍ ［蕎麦粒林道］）
そ ば つ ぶ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,140,936千円
総 便 益（Ｂ） 1,634,599千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.43

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ１，３６８ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ７５ｈ３

ａである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均４７２千円の維持管理費用で森林管理署において良好に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は７５千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当路線は森林整備や林業活動及び観光等に役立っているので、今
後も維持管理に努めてほしい （本川根町）。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ７７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 静岡森林計画区（しずおか） 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（都道府県名） （静岡県） 静岡森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
静岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、静岡県東部に位置する富士山国有林８８ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．９（ｋｍ ［丸尾林道］）
ま る び

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 107,373千円
総 便 益（Ｂ） 477,448千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.45

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ１，２１０ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ４８ｈ３

ａである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２０９千円の維持管理費用で森林管理署において良好に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は６千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当路線は森林整備や林業生産活動に欠かせないものなので今後も
維持管理に努めてほしい。また作設された路網により入込み者が増
え、山火事や不法投棄等が危惧される。これら一般者への対応策を
検討してほしい （富士市）。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容を地元市町村に理解して頂くためにも、常日
頃から積極的にＰＲすべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ７８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 千曲川下流森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
（ちくまがわかりゅう） 北信森林管理署

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
北信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や森林資源の造成を図るため必要な造林事業（地拵、植付、
下刈、つる切、除伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３ (ha) 保育面積 ２２(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 14,604千円
総 便 益（Ｂ） 38,803千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.66

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生していない。また、その他の森林の有する公益的機能の増進も図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、北信森林管理署により、適切に管理されてい
された施設の管理 る。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、機能類型に応じ、長伐期化、
複層林化、針広混交林化などの森林整備を推進する。

第三者委員会の意見 再造林は造林以外の代替え措置がとれない。
造林事業の評価時期については、保育間伐終了時か除伐終了時にするか、今後

地域の実情に応じて決める必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ７９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 中部山岳森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
（ちゅうぶさんがく） 中信森林管理署

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
中信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や森林資源の造成を図るため必要な造林事業（地拵、植付、
下刈、つる切、除伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ５ (ha) 保育面積 ３９(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 23,225千円
総 便 益（Ｂ） 62,590千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.69

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生していない。また、その他の森林の有する公益的機能の増進も図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、中信森林管理署により、適切に管理されてい
された施設の管理 る。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、機能類型に応じ、長伐期化、
複層林化、針広混交林化などの森林整備を推進する。

第三者委員会の意見 再造林は造林以外の代替え措置がとれない。
造林事業の評価時期については、保育間伐終了時か除伐終了時にするか、今後

地域の実情に応じて決める必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４８年度～平成８年度

事業実施地区名 千曲川上流森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
（ちくまがわじょうりゅう） 東信森林管理署

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
東信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

事業内容 更新面積 ３２ (ha) 保育面積 ２８５(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 126,074千円
総 便 益（Ｂ） 477,148千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.78

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、森林の有する公益的機能の増進が図
状況 られている。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、東信森林管理署により、適切に管理されてい
された施設の管理 る。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 国産材利用の要望が高まり、林産物供給に対する期待が増している。同時に、
変化 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待も増

している。

⑥ 今後の課題等 形質の良好な木材を安定的かつ効率的に生産するとともに、森林の健全性を確
保し、生産目標に応じた林木を生育させるための森林整備を推進する。

第三者委員会の意見 再造林は造林以外の代替え措置がとれない。
造林事業の評価時期については、保育間伐終了時か除伐終了時にするか、今後

地域の実情に応じて決める必要がある。

評価結果 ・必要性： 林産物供給の基盤、水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等
に寄与する事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 伊那谷森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
（いなだに） 南信森林管理署

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
南信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や森林資源の造成を図るため必要な造林事業（地拵、植付、
下刈、つる切、除伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４ (ha) 保育面積 ３８(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 21,449千円
総 便 益（Ｂ） 53,762千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.51

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生していない。また、その他の森林の有する公益的機能の増進も図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、南信森林管理署により、適切に管理されてい
された施設の管理 る。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、機能類型に応じ、長伐期化、
複層林化、針広混交林化などの森林整備を推進する。

第三者委員会の意見 再造林は造林以外の代替え措置がとれない。
造林事業の評価時期については、保育間伐終了時か除伐終了時にするか、今後

地域の実情に応じて決める必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和５３年度～平成８年度

事業実施地区名 木曽谷森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
（きそだに） 木曽森林管理署

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や森林資源の造成を図るため必要な造林事業（地拵、植付、
下刈、つる切、除伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７ (ha) 保育面積 ５６(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 34,478千円
総 便 益（Ｂ） 89,081千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.58

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生していない。また、その他の森林の有する公益的機能の増進も図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、木曽森林管理署により、適切に管理されてい
された施設の管理 る。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、機能類型に応じ、長伐期化、
複層林化、針広混交林化などの森林整備を推進する。

第三者委員会の意見 再造林は造林以外の代替え措置がとれない。
造林事業の評価時期については、保育間伐終了時か除伐終了時にするか、今後

地域の実情に応じて決める必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 木曽谷森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
（きそだに） 木曽森林管理署南木曽支署

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署南木曽支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や森林資源の造成を図るため必要な造林事業（地拵、植付、
下刈、つる切、除伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３ (ha) 保育面積 ３０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 18,048千円
総 便 益（Ｂ） 49,216千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.73

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生していない。また、その他の森林の有する公益的機能の増進も図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、木曽森林管理署南木曽支署により、適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、機能類型に応じ、長伐期化、
複層林化、針広混交林化などの森林整備を推進する。

第三者委員会の意見 再造林は造林以外の代替え措置がとれない。
造林事業の評価時期については、保育間伐終了時か除伐終了時にするか、今後

地域の実情に応じて決める必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成６年度～平成８年度

事業実施地区名 伊那谷森林計画区 いなだに 事業実施主体 中部森林管理局（ ）
（都道府県名） （長野県） 南信森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
南信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、長野県中部に位置する横川国有林１２０ｈａの森林を対象とし、自
然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森
林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施したものである。

事業内容 開設延長 １．４（ｋｍ ［大長谷支線林道］）
お お な が た

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 130,305千円
総 便 益（Ｂ） 137,840千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.06

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業及び森林管理に有効に利用
状況 されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施状

況は、販売事業により１，４００ｍ の木材の生産等に利用されたほか、森林の３

保育・管理等に利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均１５９千円の維持管理費用で南信森林管理署において良好に
された施設の管理 管理されている。
状況

、 （ ）④ 事業実施による 当路線を利用した保育等の森林整備により 重視すべき機能の区分 水土保全
環境の変化 に応じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響は

ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は減少を続けているが、下流域住民の森林整備に対
、 。変化 する意識の向上等 地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している

⑥ 今後の課題等 特になし

地元の意見： 市街地から離れた事業目的の林道であり、一般の利用がないこと
から特段の意見はない （辰野町）。

第三者委員会の意見 森林を適正に管理するには林道が重要である。森林整備と林道を一体として捉
え林道開設の推進を図ること。

総便益は「森林整備増進効果」も含めると費用対効果が更に高くなるものと考
えられる。

評価結果 ・必要性： 当該利用区域内の人工林面積が約７割を占めていることから、これ
らの森林整備等を実施するうえからも必要である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果は１．０６となっており、コスト縮減にも努めているこ
とから効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目の観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である公益
的機能の発揮に配慮しつつ、適切な森林の管理経営が図られているものと認めら
れる。



整理番号 ８５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 東三河森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
(ひがしみかわ) 愛知森林管理事務所

（都道府県名） (愛知県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
愛知森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や、安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図る
ために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施
するものである。

主な事業内容 更新面積 ２２(ｈａ)
保育面積 ２１８(ｈａ)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １０６,２０３千円
総 便 益（Ｂ） ５９７,９９８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５.６３

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８５m
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他、森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 事業効果のＰＲに取り組まれるよう一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる
森林整備が図られた。



整理番号 ８６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 宮･庄川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
(みや･しょうかわ) 飛騨森林管理署

（都道府県名） (岐阜県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
飛騨森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や、安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図る
ために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施
するものである。

主な事業内容 更新面積 ３(ｈａ)
保育面積 ３４(ｈａ)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １７,６０４千円
総 便 益（Ｂ） ４５,０１４千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.５６

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 ９３m
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他、森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 事業効果のＰＲに取り組まれるよう一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる
森林整備が図られた。



整理番号 ８７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和６０年度～平成８年度

事業実施地区名 神通川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（じんづうがわ） 富山森林管理署

（都道府県名） （富山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
富山森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 富山県南部に位置する長棟国有林内６０８ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ６．６（ｋｍ ［向 山林道］）
むかいやま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 571,967千円
総 便 益（Ｂ） 582,347千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.02

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。また、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した主

な事業実施状況は、立木販売が約２３，５００ｍ 、治山施設が３箇所である。３

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により富山森林管理署において
された施設の管理 良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後、法面緑化及び必要に応

じた土留め工等の改良工事を施工しており、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。

1. 環境への影響については、情報公開等においてデータを求められることも第三者委員会の意見
あるので、今後に向け裏付けデータ等を準備しておく必要がある。

費用対効果にかかる総便益の内訳を具体的に記入すべき。また、林業生産2.
て便益及び森林整備経費縮減等便益以外の公益的機能にかかる便益等につい

も、常に効果対象便益として計算されるようにすべき。
事業効果の発現状況について、費用対効果の数字のみでは一般の者に理解3.

されないので、各種事業に有効に利用されているという表現のあとに具体的
な例をわかりやすい表現で記載するよう、今後工夫すべき。

地域との関わりで、路線ごとの特徴を記載したほうがよいのではないか。4.

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ８８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成６年度～平成８年度

事業実施地区名 宮・庄川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（みやしょうかわ） 飛騨森林管理署

（都道府県名） （岐阜県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
飛騨森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岐阜県北部に位置する下佐谷国有林内１７４ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適
切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．３（ｋｍ ［ウジガ谷林道］）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 97,538千円
総 便 益（Ｂ） 275,646千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.83

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。また、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した主

な事業実施状況は、立木販売が約１１，３００ｍ である。３

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により飛騨森林管理署において
された施設の管理 良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後、法面緑化及び必要に応

じた土留め工等の改良工事を施工しており、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。

1. 環境への影響については、情報公開等においてデータを求められることも第三者委員会の意見
あるので、今後に向け裏付けデータ等を準備しておく必要がある。

費用対効果にかかる総便益の内訳を具体的に記入すべき。また、林業生産2.
て便益及び森林整備経費縮減等便益以外の公益的機能にかかる便益等につい

も、常に効果対象便益として計算されるようにすべき。
事業効果の発現状況について、費用対効果の数字のみでは一般の者に理解3.

されないので、各種事業に有効に利用されているという表現のあとに具体的
な例をわかりやすい表現で記載するよう、今後工夫すべき。

地域との関わりで、路線ごとの特徴を記載したほうがよいのではないか。4.

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ８９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５３年度～平成８年度

事業実施地区名 飛騨川森林計画区 ひだがわ 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局（ ）
（都道府県名） （岐阜県） 岐阜森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
岐阜森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 岐阜県中部に位置する滝上国有林内３８０ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ 適切
な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ７．４（ｋｍ ［滝上洞畑林道］）
たきうえほらばた

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 508,654千円
総 便 益（Ｂ） 1,658,653千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.26

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。また、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した主

な事業実施状況は、立木販売が約１０，０００ｍ 、更新・保育等の森林整備面３

積が約３２０ｈａである。

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により岐阜森林管理署において
された施設の管理 良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後、法面緑化及び必要に応

じた土留め工等の改良工事を施工しており、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。また、本林道とともに路網を形成する作業道の整備にも考慮する必要があ
る。

1. 環境への影響については、情報公開等においてデータを求められることも第三者委員会の意見
あるので、今後に向け裏付けデータ等を準備しておく必要がある。

費用対効果にかかる総便益の内訳を具体的に記入すべき。また、林業生産2.
て便益及び森林整備経費縮減等便益以外の公益的機能にかかる便益等につい

も、常に効果対象便益として計算されるようにすべき。
事業効果の発現状況について、費用対効果の数字のみでは一般の者に理解3.

されないので、各種事業に有効に利用されているという表現のあとに具体的
な例をわかりやすい表現で記載するよう、今後工夫すべき。

地域との関わりで、路線ごとの特徴を記載したほうがよいのではないか。4.

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成２年度～平成８年度

事業実施地区名 木曽川森林計画区(きそがわ) 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（都道府県名） （岐阜県） 東濃森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
東濃森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岐阜県東部に位置する加子母裏木曽国有林内８１ｈａの森林資源を
開発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつ
つ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．５（ｋｍ ［オケゴヤ高樽林道］）
たかたる

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 196,802千円
総 便 益（Ｂ） 322,861千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.64

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。また、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した主

な事業実施状況は、立木販売が約８，５００ｍ である。３

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により東濃森林管理署において
された施設の管理 良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後、法面緑化及び必要に応

じた土留め工等の改良工事を施工しており、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。

1. 環境への影響については、情報公開等においてデータを求められることも第三者委員会の意見
あるので、今後に向け裏付けデータ等を準備しておく必要がある。

費用対効果にかかる総便益の内訳を具体的に記入すべき。また、林業生産2.
て便益及び森林整備経費縮減等便益以外の公益的機能にかかる便益等につい

も、常に効果対象便益として計算されるようにすべき。
事業効果の発現状況について、費用対効果の数字のみでは一般の者に理解3.

されないので、各種事業に有効に利用されているという表現のあとに具体的
な例をわかりやすい表現で記載するよう、今後工夫すべき。

地域との関わりで、路線ごとの特徴を記載したほうがよいのではないか。4.

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５５年度～平成８年度

事業実施地区名 木曽川森林計画区(きそがわ) 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（都道府県名） （岐阜県） 東濃森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
東濃森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岐阜県東部に位置する湯舟沢国有林内３０１ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適
切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ２．９（ｋｍ ［臼ヶ久保林道］）
う す が く ぼ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 364,087千円
総 便 益（Ｂ） 480,182千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.32

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。また、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した主

な事業実施状況は、立木販売が約 ３２，５００ｍ 、更新・保育等の森林整備面３

積が約６２ｈａ、治山施設が６箇所である。

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により東濃森林管理署において
された施設の管理 良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後、法面緑化及び必要に応

じた土留め工等の改良工事を施工しており、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。また、本林道とともに路網を形成する作業道の整備にも考慮する必要があ
る。

1. 環境への影響については、情報公開等においてデータを求められることも第三者委員会の意見
あるので、今後に向け裏付けデータ等を準備しておく必要がある。

費用対効果にかかる総便益の内訳を具体的に記入すべき。また、林業生産2.
て便益及び森林整備経費縮減等便益以外の公益的機能にかかる便益等につい

も、常に効果対象便益として計算されるようにすべき。
事業効果の発現状況について、費用対効果の数字のみでは一般の者に理解3.

されないので、各種事業に有効に利用されているという表現のあとに具体的
な例をわかりやすい表現で記載するよう、今後工夫すべき。

地域との関わりで、路線ごとの特徴を記載したほうがよいのではないか。4.

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５９年度～平成８年度

事業実施地区名 東三河森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（ひがしみかわ） 愛知森林管理事務所

（都道府県名） （愛知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
愛知森林管理事務所

、 、事業の概要・目的 本事業は 愛知県東部に位置する段戸国有林内１１１ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ 適切
な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．１（ｋｍ ［鷹巣山林道］）
たかのすやま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 154,036千円
総 便 益（Ｂ） 304,797千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.98

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。また、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した主

な事業実施状況は、更新・保育等の森林整備面積が約８７ｈａである。

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により愛知森林管理事務所にお
された施設の管理 いて良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後、法面緑化及び必要に応

じた土留め工等の改良工事を施工しており、環境への影響はほとんど見受けられ
ない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。また、本林道とともに路網を形成する作業道の整備にも考慮する必要があ
る。

1. 環境への影響については、情報公開等においてデータを求められることも第三者委員会の意見
あるので、今後に向け裏付けデータ等を準備しておく必要がある。

費用対効果にかかる総便益の内訳を具体的に記入すべき。また、林業生産2.
て便益及び森林整備経費縮減等便益以外の公益的機能にかかる便益等につい

も、常に効果対象便益として計算されるようにすべき。
事業効果の発現状況について、費用対効果の数字のみでは一般の者に理解3.

されないので、各種事業に有効に利用されているという表現のあとに具体的
な例をわかりやすい表現で記載するよう、今後工夫すべき。

地域との関わりで、路線ごとの特徴を記載したほうがよいのではないか。4.

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 北伊勢森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きたいせ） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３．７５（ｈａ）
保育面積 ３０．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,601千円
総 便 益（Ｂ） 65,926千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.36

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積881ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約４３５人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （多度町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ９４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 尾鷲熊野森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（おわせくまの） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １５．９０（ｈａ）
保育面積 １２７．２０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 96,757千円
総 便 益（Ｂ） 334,784千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.46

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積4,707ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約１,５７３人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （熊野市）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ９５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 伊賀森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（いが） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １２．７２（ｈａ）
保育面積 １０１．７６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 50,217千円
総 便 益（Ｂ） 316,191千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.30

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積4,198ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約１,３７７人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （上野市）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ９６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 揖保川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（いぼがわ） 兵庫森林管理署

（都道府県名） （兵庫県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
兵庫森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ０．３８（ｈａ）
保育面積 ３．０４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,249千円
総 便 益（Ｂ） 8,101千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.49

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積91ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約５７人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （一宮町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ９７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 北山十津川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きたやまとつかわ） 奈良森林管理事務所

（奈良県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３．９１（ｈａ）
保育面積 ３１．２８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 21,263千円
総 便 益（Ｂ） 116,672千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.49

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積2,117ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約２３６人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （十津川村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ９８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 紀中森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きちゅう） 和歌山森林管理署
（和歌山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３．５０（ｈａ）
保育面積 ２８．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 8,136千円
総 便 益（Ｂ） 127,346千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 15.65

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積1,036ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約５７４人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （龍神村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ９９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 日野川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（ひのがわ） 鳥取森林管理署

（都道府県名） （鳥取県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
鳥取森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３．００（ｈａ）
保育面積 ２４．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 14,944千円
総 便 益（Ｂ） 66,767千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.47

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積1,262ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約１８７人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （岸本町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １００

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 吉井川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（よしいがわ） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １４．５０（ｈａ）
保育面積 １１６．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 63,705千円
総 便 益（Ｂ） 229,680千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.61

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積4,073ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約２,３０６人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （上斎原村）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １０１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 高梁川下流森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（たかはしがわかりゅう） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １６．１２（ｈａ）
保育面積 １２８．９６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 68,676千円
総 便 益（Ｂ） 275,842千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.02

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積3,847ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約１,９７２人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （新見市）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １０２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 旭川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（あさひがわ） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １１．２３（ｈａ）
保育面積 ８９．８４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 53,152千円
総 便 益（Ｂ） 179,838千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.38

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積2,681ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約１,３３６人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （湯原町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １０３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成８年度

事業実施地区名 江の川上流森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（ごうのかわじょうりゅう） 広島北部森林管理署

（都道府県名） （広島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
広島北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ５５．０６（ｈａ）
保育面積 ４４０．４８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 242,062千円
総 便 益（Ｂ） 1,044,271千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.31

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積18,395ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約５,６９６人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （比和町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １０４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 山口森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（やまぐち） 山口森林管理事務所

（都道府県名） （山口県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １７．９５（ｈａ）
保育面積 １４３．６０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 79,777千円
総 便 益（Ｂ） 320,503千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.02

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積4,508ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約２,１８５人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （徳地町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １０５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 萩森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（はぎ） 山口森林管理事務所

（都道府県名） （山口県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ２６．００（ｈａ）
保育面積 ２０８．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 118,263千円
総 便 益（Ｂ） 463,063千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.92

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積6,433ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。そ
の他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約３,１９１人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （阿武町）。

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化対策にも重要であり、今後とも周辺環境に配慮
しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果のＰＲや民有林施策との連携に
一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １０６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成５年度～平成８年度

事業実施地区名 揖保川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（いぼがわ） 兵庫森林管理署

（都道府県名） （兵庫県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
兵庫森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、兵庫県中部に位置する阿舎利国有林９４ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ２．３（ｋｍ ［阿舎利林道］）
あ じ ゃ り

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 189,876千円
総 便 益（Ｂ） 562,135千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.96

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ３，２５８ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ９４ｈ３

ａ、治山施設が１箇所である。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、兵庫森林管理署において良好に管理されている。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は１９千ｍ （事業前２３千ｍ ）３ ３

変化 となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林

整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 当路線周辺の民有林の施業にも利用でき有効である （波賀町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備については地球温暖化対策にも重要であ
り、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果の
ＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択時と比較して費用対効果の比率は若干下がっているものの
コスト縮減にも努めており、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １０７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成４年度～平成８年度

事業実施地区名 高梁川下流森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（たかはしがわかりゅう） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岡山県北西部に位置する三光山国有林１０８ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適
切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ２．２（ｋｍ ［三光山林道日 長 谷支線］）
さんこうやま にっちょうだに

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 121,327千円
総 便 益（Ｂ） 366,121千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.02

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ１１，２５０ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ１０３

８ｈａ、治山施設が１箇所である。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、兵庫森林管理署において良好に管理されている。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は２５千ｍ （事業前３６千ｍ ）３ ３

変化 となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林

整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 当路線周辺の民有林の施業にも利用でき有効である （哲西町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備については地球温暖化対策にも重要であ
り、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果の
ＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択時と比較して費用対効果の比率は若干下がっているものの
コスト縮減にも努めており、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １０８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成８年度

事業実施地区名 高梁川上流森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
(たかはしがわじょうりゅう) 広島北部森林管理署

（都道府県名） （広島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
広島北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、広島県東部に位置する通ヶ谷国有林１６ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ０．６（ｋｍ ［第二通ヶ谷林道支線］）
だいにとおりがたに

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 23,505千円
総 便 益（Ｂ） 62,163千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.64

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ１，５６３ｍ 、更新、保育等の森林整備が延べ１６ｈ３

ａ、治山施設が１箇所である。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、兵庫森林管理署において良好に管理されている。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は２千ｍ （事業前３千ｍ ）とな３ ３

変化 っているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林

整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 当路線周辺の民有林の施業にも利用でき有効である （三和町）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備については地球温暖化対策にも重要であ
り、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。事業効果の
ＰＲや民有林施策との連携に一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる国有林野は減少しているが、所期の目的から見て当
路線の必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択時と比較して費用対効果の比率は若干下がっているものの
コスト縮減にも努めており、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １０９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 南予森林計画区（なんよ） 事業実施主体 四国森林管理局
愛媛森林管理署宇和島森林管理センター（都道府県名） （愛媛県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
愛媛森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 16.78（ｈａ）
保育面積 134.24（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 56,603千円
総 便 益（Ｂ） 284,746千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.03

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積162ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,681人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （広見町）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 事業実施主体 四国森林管理局四万十川森林計画区

四万十森林管理署（しまんとがわ）
（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
四万十森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 24.21（ｈａ）
保育面積 194.47（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 70,083千円
総 便 益（Ｂ） 704,707千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.06

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積110ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約2,752人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （西土佐村外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成８年度

事業実施地区名 事業実施主体 四国森林管理局四万十川森林計画区

四万十森林管理署窪川事務所（しまんとがわ）
（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
四万十森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 135.78（ｈａ）
保育面積 1,023.08（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 438,315千円
総 便 益（Ｂ） 3,678,162千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.39

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積181ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約14,372人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （窪川町外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 嶺北森林計画区（れいほく） 事業実施主体 四国森林管理局
（都道府県名） （高知県） 嶺北森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
嶺北森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 41.67（ｈａ）
保育面積 291.69（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 136,456千円
総 便 益（Ｂ） 1,114,698千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.17

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積206ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約4,170人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （本川村）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３５年度～平成８年度

事業実施地区名 安芸森林計画区（あき） 事業実施主体 四国森林管理局
（都道府県名） （高知県） 安芸森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
安芸森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 28.76（ｈａ）
保育面積 205.77（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 102,105千円
総 便 益（Ｂ） 742,912千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.28

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積144ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約2,858人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （安芸市外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成８年度

事業実施地区名 安芸森林計画区（あき） 事業実施主体 四国森林管理局
（都道府県名） （高知県） 安芸森林管理署魚梁瀬事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
安芸森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 5.90（ｈａ）
保育面積 47.20（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 15,928千円
総 便 益（Ｂ） 174,840千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.98

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積207ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約729人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用の場創出に効果があった （安田町）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和６１年度～平成８年度

事業実施地区名 安芸森林計画区（あき） 事業実施主体 四国森林管理局
（都道府県名） （高知県） 安芸森林管理署魚梁瀬事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
安芸森林管理署魚梁瀬事務所

、 、事業の概要・目的 本事業は 高知県東部に位置する雁巻山国有林４３１ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ５．３（ｋｍ ［雁巻林道］）
がんまき

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 622,888千円
総 便 益（Ｂ） 3,401,304千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.46

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

、 、 、 、状況は 木材販売が延べ５４千ｍ 更新 保育等の森林整備が延べ１０９ｈａ３

治山施設が１箇所である。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２５４千円の維持管理費用で安芸森林管理署魚梁瀬事務所に
された施設の管理 おいて良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 木材販売を実施したこと等により、森林蓄積は１１２千ｍ （事業前１９１千３

変化 ｍ ）となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。３

当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 地元の雇用に効果があった （馬路村）。

第三者委員会の意見 森林整備及びそれに必要な路網の整備については森林の持つ公益的機能発揮に
も重要であり、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 所期の目的から見て当路線の必要性は薄れていない。
・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業

であると認められる。
・効率性： 林道開設時には現地発生材料の利用等コスト縮減に努めており、費

用対効果の比率からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １１６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 遠賀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おんががわ） 福岡森林管理署

（都道府県名） （福岡県） 直方森林管理センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
福岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 80（ｈａ）
保育面積 80（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 371,312千円
総 便 益（Ｂ） 1,572,113千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.23

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積265ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約712人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （北九州市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 福岡森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ふくおか） 福岡森林管理署

（都道府県名） （福岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
福岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 16（ｈａ）
保育面積 16（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 96,788千円
総 便 益（Ｂ） 269,160千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.78

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積265ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約481人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 水源かんよう機能面で有効であると思われる （宇美町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５５年度～平成８年度

事業実施地区名 佐賀東部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（さがとうぶ） 佐賀森林管理署

（都道府県名） （佐賀県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
佐賀森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 46（ｈａ）
保育面積 46（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 278,056千円
総 便 益（Ｂ） 680,045千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.45

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積265ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約888人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （鳥栖市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １１９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 対馬森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（つしま） 長崎森林管理署

（都道府県名） （長崎県） 対馬森林経営センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
長崎森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 9（ｈａ）
保育面積 9（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 35,089千円
総 便 益（Ｂ） 230,864千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.58

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積273ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,068人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （厳原町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 白川・菊池川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（しらかわ・きくちがわ） 熊本森林管理署

（都道府県名） （熊本県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
熊本森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 31（ｈａ）
保育面積 31（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 117,720千円
総 便 益（Ｂ） 648,142千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.51

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積364ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約609人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （菊池市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 緑川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（みどりかわ） 熊本森林管理署

（都道府県名） （熊本県） 矢部事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
熊本森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 69（ｈａ）
保育面積 69（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 322,708千円
総 便 益（Ｂ） 1,344,852千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.17

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積425ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約968人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 水源かん養機能、公益的機能が発揮されている。
今後も適切な施業管理を （矢部町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成８年度

事業実施地区名 大分南部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたなんぶ） 大分森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 20（ｈａ）
保育面積 20（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 133,262千円
総 便 益（Ｂ） 338,381千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.54

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積273ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約422人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 公益的機能が十分発揮されている （佐伯市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 大分中部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたちゅうぶ） 大分森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 8（ｈａ）
保育面積 8（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 35,909千円
総 便 益（Ｂ） 151,870千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.23

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積285ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約169人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 公益的機能が十分発揮されている （大野町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 大分中部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたちゅうぶ） 大分森林管理署

（都道府県名） （大分県） 竹田森林管理センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 42（ｈａ）
保育面積 42（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 258,671千円
総 便 益（Ｂ） 739,978千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.86

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積285ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約499人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 公益的機能が発揮されている （朝地町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 五ヶ瀬川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ごかせがわ） 宮崎北部森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 111（ｈａ）
保育面積 111（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 513,843千円
総 便 益（Ｂ） 2,808,887千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.47

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積349ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,069人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 国土保全及び公益的機能の維持増進が図られている （北方町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 耳川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（みみがわ） 宮崎北部森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 69（ｈａ）
保育面積 69（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 280,980千円
総 便 益（Ｂ） 1,891,794千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.73

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積349ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,295人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （椎葉村）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成８年度

事業実施地区名 一ツ瀬川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ひとつせがわ） 西都児湯森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
西都児湯森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 89（ｈａ）
保育面積 89（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 338,219千円
総 便 益（Ｂ） 2,452,357千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.25

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積349ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,155人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 国土保全、水源かん養機能等公益的機能を発揮し、安定的な林産
物供給の基盤となっている （西都市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成８年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 91（ｈａ）
保育面積 91（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 323,566千円
総 便 益（Ｂ） 2,677,241千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.27

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積370ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約2,075人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

、 。（ ）地元の意見： 適切な施業管理で 公益的機能が十分発揮されている 須木村

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １２９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成８年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署

（都道府県名） （宮崎県） えびの森林管理センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 26（ｈａ）
保育面積 26（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 113,136千円
総 便 益（Ｂ） 817,518千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.23

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積264ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,244人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能が適切に発揮され
ている （えびの市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署

（都道府県名） （宮崎県） 西諸事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 8（ｈａ）
保育面積 8（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 41,606千円
総 便 益（Ｂ） 181,286千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.36

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積325ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約2,000人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （野尻町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成８年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署

（都道府県名） （宮崎県） 都城支署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 72（ｈａ）
保育面積 72（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 380,606千円
総 便 益（Ｂ） 1,631,032千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.29

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積325ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約994人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能が適切に発揮され
ている （山之口町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 広渡川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ひろとがわ） 宮崎南部森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 100（ｈａ）
保育面積 100（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 408,219千円
総 便 益（Ｂ） 2,842,539千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.96

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積325ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,551人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能が適切に発揮され
ている （山之口町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 北薩森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ほくさつ） 北薩森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県） 大口事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
北薩森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 68（ｈａ）
保育面積 68（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 413,544千円
総 便 益（Ｂ） 1,399,008千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.38

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積312ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約691人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

。（ ）地元の意見： 適切な施業管理で公益的機能が十分に発揮されている 大口市

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成８年度

事業実施地区名 姶良森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（あいら） 北薩森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県） 大口事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
北薩森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 7（ｈａ）
保育面積 7（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 31,403千円
総 便 益（Ｂ） 156,521千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.98

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積312ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約71人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養機能等の公益的機能が適切に発揮され
ている （吉松町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成８年度

事業実施地区名 北薩森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ほくさつ） 北薩森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
北薩森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 180（ｈａ）
保育面積 180（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,175,738千円
総 便 益（Ｂ） 3,521,927千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.00

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積312ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約1,076人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 水源かん養機能や山地災害防止機能等公益的機能の維持増進が図
られている （薩摩町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成８年度

事業実施地区名 姶良森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（あいら） 鹿児島森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
鹿児島森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 30（ｈａ）
保育面積 30（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 183,115千円
総 便 益（Ｂ） 579,675千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.17

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積323ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約504人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 水土保全林としての機能を果たしている （牧園町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成８年度

事業実施地区名 南薩森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（なんさつ） 鹿児島森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
鹿児島森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 38（ｈａ）
保育面積 38（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 161,938千円
総 便 益（Ｂ） 877,249千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.42

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積312ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約300人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 意見なし （鹿児島市）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成８年度

事業実施地区名 熊毛森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（くまげ） 屋久島森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
屋久島森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 50（ｈａ）
保育面積 50（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 204,661千円
総 便 益（Ｂ） 1,448,241千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.08

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積368ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

また、本事業においては、延べ約271人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 造林事業は木材生産、事業体育成に貢献。伐採に当たっては国土
保全、景観維持に配慮してほしい （上屋久町）。

第三者委員会の意見 造林事業は国土保全の立場からも極めて重要である。今回評価の対象となった
事業はいずれも評価できる。ただ、今後の造林については、樹種等を考慮して適
切な森林を育成するよう希望する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 １３９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５２年度～平成８年度

事業実施地区名 長崎北部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ながさきほくぶ） 佐賀森林管理署武雄森林管理センター

（都道府県名） （長崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
長崎森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、長崎県北部に位置する西ノ岳国有林９７ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．１（ｋｍ ［八天岳林道］）
はってんだけ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 108,964千円
総 便 益（Ｂ） 321,735千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.95

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、国有林の管理経営の用に供

され効果を発揮している。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２０千円の維持管理費用で長崎森林管理署において良好に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は１２千ｍ （事業前２１千ｍ ）３ ３

変化 となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林

整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 林道開設に伴い、適切な森林整備が行われているようであり、公
益的機能の発揮にも、寄与しているものと思われる （佐世保市）。

第三者委員会の意見 事業として妥当と考えられる。林道は、造林事業等のみならず、生活道の一部
としても活用されており、今後、より有効に活用できるよう手入れ等に考慮を図
るべきである。

評価結果 ・必要性： 当路線沿いの森林は良好に管理され、所期の目的から見て当路線の
必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 各種事業に有効に活用され、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １４０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５２年度～平成８年度

事業実施地区名 球磨川森林計画区 くまがわ 事業実施主体 九州森林管理局（ ）
（都道府県名） （熊本県） 八代森林管理署水俣森林経営センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
熊本南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、熊本県南部に位置する湯出矢筈岳国有林１３６ｈａの森林資源を開
発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ
適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．９（ｋｍ ［矢筈林道］）
や は ず

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 244,358千円
総 便 益（Ｂ） 516,909千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.12

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、国有林の管理経営の用に供

され効果を発揮している。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２０千円の維持管理費用で熊本南部森林管理署において良好
された施設の管理 に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は３１千ｍ （事業前３４千ｍ ）３ ３

変化 となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林

整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 当該林道の開設により、森林の整備が図られ森林資源の有効利用
及び公益的機能の確保にも効果を発揮している。また、地元住民や
森林レクリェーションの目的で入林する人に利用されるなど役立っ
ており、事業効果があがっていると評価する （水俣市）。

第三者委員会の意見 事業として妥当と考えられる。林道は、造林事業等のみならず、生活道の一部
としても活用されており、今後、より有効に活用できるよう手入れ等に考慮を図
るべきである。

評価結果 ・必要性： 当路線沿いの森林は良好に管理され、所期の目的から見て当路線の
必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 各種事業に有効に活用され、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 １４１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５２年度～平成８年度

事業実施地区名 北薩森林計画区（ほくさつ） 事業実施主体 九州森林管理局
（都道府県名） （鹿児島県） 出水森林管理署

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
北薩森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 鹿児島県北部に位置する五式国有林１６２ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ３．８（ｋｍ ［樋之谷林道五式支線］）
ひ の た に ご し き

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１４年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 216,578千円
総 便 益（Ｂ） 491,950千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.27

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、国有林の管理経営の用に供

され効果を発揮している。
また、利用区域内の民有林の管理等にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２０千円の維持管理費用で長崎森林管理署において良好に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 立木販売を実施したこと等により、森林蓄積は２７千ｍ （事業前２８千ｍ ）３ ３

変化 となっているが、伐採跡地は更新し良好に生育している。
当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林

整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ
の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。また、今後の事業においてもコスト縮
減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 林道の開設により、森林の整備が図られ、公益的機能の確保にも
効果を発揮している （出水市）。

第三者委員会の意見 事業として妥当と考えられる。林道は、造林事業等のみならず、生活道の一部
としても活用されており、今後、より有効に活用できるよう手入れ等に考慮を図
るべきである。

評価結果 ・必要性： 当路線沿いの森林は良好に管理され、所期の目的から見て当路線の
必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 各種事業に有効に活用され、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。
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